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始めとする.

安全運転

意識の向上
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[自転車安全利用五則 ]

①自転車は、車道が原則、歩道は例外

②車道は左側を通行

③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

④安全ルールを守る
●飲酒運転 。二人乗り。並進の禁止
●夜間はライトを点灯
●交差点での信号遵守と一時停止。安全確認

⑤子供はヘルメットを着用  安全運転
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蓼衝竜毒Ω堡董こ蛙鯰と
魂る安全運転意識の向上
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自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故の多くは

歩行者が横断中の事故で曳 横断歩道は歩行者優先

であり、運転者には横断歩道手前での減速義務や
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横断歩道は歩行者優先です :

停止義務があります。歩行者や

他の車両に対する「思いやり・

ゆずり合い」の気持ちを持つて

運転しましょう。

嵩璽至回蒼通葺至運覇


